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医療情報分野の標準化
一現状と問題点

浜松医科大学附属病院医療情報部

日本医療情報学会前会長､ISOTC215WG2代表
木村通男
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医療情報標準化は何のため?■■-･一二｣=~~日...=-_一=二一-

◎患者情報を大事に扱う

○メーカが替わった程度のことで､､

争30年前の東大放射線科でのCTデータ

●いまだに､電子カルテのメーカによる囲い込み

○受診施設が変わった程度のことで､､

◎2次利用の基盤
⑳30年前の演者の応用人工知能システム.
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施設間患者情報連携の

有効性のエビデンス

米国で糖尿病(DM)患者約17万人のデ-タから､外

来用電子健康記録(EHR)導入と救急外来受診･入院
･外来受診との関連を検討｡多変量解析の結果､EHR
導入により救急受診および入院が統計学的有意に減

少した(年間1000人当たり28.80件および13.10件減
少)0EHR導入と外来受診率に統計学的有意な関連
は見られなかった｡

]AMA.2013;310(10):1060-1065

医療の質はいいとして､医療費は減少するか?
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地域連携による重複画像検査の減少
H一 一-･一--■-1 -rb-- ∴一 .≡._･-.一一--~ --I__√=』

カリフォルニア州とフロリダ州の救急センターで

の検査実施データ

HIMSSの公開データで､地域連携稼働(37施
設)､非稼働(410施設)に分ける

30日以内に同じ検査同じ部位､CTは8.7%､超
音波は9.1%､単純X線13.0% 減少

MedicalCare2014:52(3)2271234
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レセデータベースを利用した､紹介同月異施設重複検査率
医療情報学2015:35(5):213-217

詣サンプルデ-タゼット

●2011年10月の医科入院の10%,医科入院外
の1%が抽出されたもの

e総レセプト件数1′049′547,患者数755′247,検
査に関する請求項目数9′874′762

●紹介行為が行われた(診療情報提供料が算
定された)患者において,異なる施設で同じ
検査が実施された件数を数える

OoFP､HbAIc､CT､MRI､PET
aCTは検出管4群､MRIは磁気強度3群
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Results
二二~--L､L･･ - -柵 ｣,- 叫t.

OqFP2/151-1.3%,

令HbAIc40/2′394-1.7%,鎗CT35/2′445-1.4%,
OMRI10/2′025-0.5%,
穆PETについてはなかった
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Discussion

′補正

¢部位(H17年までは頭部/体幹は半々)

〇｢1か月｣なので､｢1か月間｣の半分になっている

)CIFP2x2/151-2.70/0

-)HbAIc40×2/2394-3.3%

●CT35×2×(1/2)×(15/35)/2445-0.61%

MRIOx2×(1/2)×(5/10)/2025-0.25%
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医療情報の標準と普及度
(上の項目の方が､普及している)

..-/_-- ■L･ュ■ ~･-I-- 二 .
___ - - I

0100%:放射線画像(DICOM)
●20%:内視鏡､病理などは]PEGが多い

●100%:請求病名､DPCコード

●40%:処方､検体検査(HL7)

●標準コードHOT9,JLACIOは内25%

●各種サマリ､紹介状､報告書が緒についた

●所見､看護記録はフリーテキスト
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演者が考える､

日本での患者情報連携
l′~̀~～ .====~~ヨ===聖ご~一･転 .

⑳保険診療でもフリーアクセスが認められている

〇一か所に生涯記録を集めるのには抵抗がある

e預かる側も､生きた心地がしない

り紹介ベース､在宅指示ベ-スの情報連携

争画像､処方歴､検体検査結果､紹介状､各種レポ
ート､サマリ､指示書

●よくまとまったこれらを､責任分岐点とする

●受け取った側がカルテとして保存し､その費用は出し受
けとも報酬化.
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SS-MIXストレージ

●
Jt二二一 ｢二 ･~~十~~LliL t-てこ｣とたこ｣.･･二一･･･日.･.･二一二- _-:--▼~- .･.=日-~_ __二｢一二二二二
12年前の静岡県事業を厚労省が全国展開した
もの

争2つのストレージ

○標準化ストレージ:HL7形式で処方､注射､検体検
査結果､病名

●拡張ストレージ:各種文書(PDF,WORD,EXCEL′′)

令データベースエンジン不要

専各省事業に採用

●災害復興､地域連携､国立大バックアップ､AMED.
MIChl0KmuraMD,PhDjACME,MIAHSl,HamamatsuUnNerSltySchoolofMedlClne 10



ss-MIX標準化ストレージ(処方･検体検査含む)

施設MAP(845/1360)(2018年3月末時点)llll■- ■■一 一一ー

rJJ=.: ･ '
亡 〇, ム㌫他 所Ti亀くF〟P)をヨF公開とし/'L30･IhEia言

含んでtl天せん.HL7対応 川S導

入状況一覧(201
8生3且末現在)会社も & #

漁式会社アイシーn 14撮式金一

アイセルネットワークス 三鵬 エス

三′-a 1操式金をSBS

情報システム 32キヤノンメディカルシステムズ株式義一

19撮義金迂ソコ卜ウエア Lサービス

548ソフトマック

ス株式壷i土 1日本アイ .ビーJIil抹式壷社 41

日本屯気株式呑吐 268

}モシフイツクシス5:ム

耗式会社 BSpHC凍式愈

社 55環式会社BSNアイネット

15東日本屯虞確題株

式会社 ZO柱式会社E3孟真作戎 67真土

通株式姦社 530蔑式泰辻南信



用途(複数回答)
.zh_ =夏草云壷室等妻貢一 L重き≡≡妻と≡車

⑳バックアップ(災害時):684

⑳バックアップ(システムダウン):9

車バックアップ(リプレース):6

魯バックアップ(その他):503

帝地域連携 :815

㊥文書関連 :158

◎院内部門システム連携 :26

争MID-NET:20

各臨床研究 :12

⑳症例データベース参加 :29

⑳その他 :55
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情報通信技術(lCT)を活用した医療連携や医療に関するデータの収集･利活用 の 推 進 ②

挨壬 ･画鮒 報捷 供加井完笠雪空望芳書書芸芸濃 弓等誓Be,77='蒜認蒜蒜品笠だ=票課 業若的方法により

鯛提供方法■■■■■■■■■■■■■-一 歩鮒 触 供暮 F 検査舶 Rぴ- t-- I1 - する僻

′1
電子的に送偶又は書面で捷

供2 電子的に送信 電子的に送は 一訂 -t.= :-I こ

J--

二 一 主L . I.I .電子的診鮒 報評価料 聖霊雷雲莞諾 諾 黛講 話 だ宗 芋㌘ 舵 性のうち主払 もの'=

ついて･軒 的方法により鵬 又は受臥く鬼没基準等> ･診薮輔報捷供暮を電子的(=媒供する場合は.iiPigによるt子書名を施すこと
｡･患者のEE療Tl報に測する電子的な送受信又は周覧が可能なネットワークを構築すること｡

･耳生労恥省r医療情報システムの安全管甥に槻するガイドラインJ(平成25年10月)を遵守し､皇全を遺徳ZF嫌を花環する

こと.地 など､唐人i*粗の保iIを鎌美に実施すること｡年生労桝 鵬 規格に基づく鵬 化されたストレ棚 を有する付線書横領境を稚保すること.鵬 の電子的な送受に朗する糾



厚生労働省標準規格(2016/3現在)
は2016/3追加)

● 医薬品HOTコード

● ICDIO対応標準病名集
患者医療情報提供書(患者-の情報提供)

● 診療情報提供書(電子紹介状)

+ IHEPDl(PortableDataforImages)(可搬型医用画像)
MF【R(心電図など波形データ)

} DICOM

● HL7v2.5(検査､患者基本､放射線)

暮 臨床検査項目コードJLAC

■ 標準歯科病名マスター

+ HISRISPACSモF'Jティ間予約､会計､照射録情報連携指針 (〕31017)

● 看護実践用語標準マスター

･r JAHIS処方データ交換規約(HL7V2.51

r SS-MIX2ストレージ仕様書および構築ガイドライン

7 地域医療連携における情報連携基盤技術仕様(XDSその他)

● ｢今後厚生労働省において実施する医療情報システムに関する各種施策や補助事業にお
いては､厚生労働省標準規格の実装を踏まえたものとする｣
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諸外国では
-■■･..._T-ニー-J-Ll■

●医者が公務員の国:イギリス､
●国がシステムを提供､配布し､処方等などは連携で
きている

●国家事業で一気に:シンガポール､香港

●保険会社が中心:アメリカ

●CMSがMeaningfu=｣se適用システムにプレミア支払
●処方歴ダウンロード､紹介時のデータ連携

●各種保険会社もそれに乗ったので､HITバブル

●ICカード保険証､医師証:台湾

●大風呂敷 即席鮪 諸まaqaL'tswi e= a b.?MiJcZI.6



最近の動き･7.-～+▲･一一一一･一･7⊥J■t

-▲.(HoT:韓国u-hea
lthほかeコンベンショ

ンでもPatientcaredevice(wearabledevice)は活況.,画像､検査､処方などは枯れた

､実績あるDICOM′HL7V2で､ヽHL7CDAで構造文書 NSHrY&.lHm_L-
1蒜 'amav_HTs'I.,;80;7日｡R;･RLrJSON,RESTなどは FH IR. p華 三千子憩 ミ詫護憲 墨 :ikJPjts921-!2b21399408RH021700日123ーH
ama-LABr生化学肝セット~LH19980217日9980217日=川19970217lo23

0BXAINMI3BO3500000232720rGOrJC9日50AUl6-38IHHNIF
OBXHNNI38045000002327201-GPTAJC9日51UF3-351NIJNIF
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MedlClne 17コード､拡張スト

レージ HL7v2メッセージ例●処方､検査結果を送る845施設中●HOT9:136●JLACIO:197●拡張ストレージ:823(60.5% )



医療情報標準化の現状の問題

(患者紹介時も症例DBでも)

トコ-ドが揃ってないので､AMEDの各学会症

例DBでも､データクレンジングに手間取る､
電子カルテ上に時系列で並ばない

つ生データは集まるとして､教科書データ(サマ

リデータ)が自然言語記述

●退院時サマリ､検査報告書(CTレポートから､ゲ
ノムパネルまで)

●ダラダラ書かれたカルテ記事を読む暇はないのに､読
めたはずと言われるリスケ
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- -∴'■~モ･1■■ __･一--
日本の-般生活者における医療
情報の扱いに関する意識調査

(10年の変遷)

浜松医科大学附属病院医療情報部

木村通男
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調査方法
-i~手■T-_'二言n二二T

一調査対象は､静岡県在住の一般生活者､男女20-
69歳で､電話帳から無作為に抽出して､高齢者が
在宅する確率が高いことを想定し､世帯の中で該

当年齢者のうち､最も近くに誕生日を迎える人に回
答を依頼した｡

ヽサンプル数は1200件を郵送し､有効回答数は225
件(有効回答率18.8%)を得た｡なお｡前回の調査
におけるサンプル数は2000件､有効回答数は510
件(有効回答率25.5%)であった｡
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調査内容-1･.ニーi_1-ニ二_チ-1一二L

¢①カルテの扱いに関すること

つ②病名の扱いに関すること

●③メタボ検診に関すること

●④問診票への言いにくい病歴記載に関する
こと

●⑤診断におけるAIの利活用に関すること
●⑥包括同意の許容に関すること
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芹定の病院 ･診贋所がカルテ悟毒を乳用 して利益を得ることは問題

00 28O L90 5OO gDO ユ800 1100)とて5そう三う Jまわそう,

5う 1Pどぅちともいえない ■あまL)そう≡わない ■全くそう至りぢい ll7:請措定の企禁がカルテ

情報を利用して利益を得ることは間道00 2SO ま80 500 800 180C 1ヱ00
25

1こて';-_･う三う ■まわそう雪う I,どちらと5いえJ
'
+
-
い J方よりそう与力･'+'い I全くそう≡わない I下

:,=あなたの病名があなた個人を特定できない形で公開L5)表裏会==

(4,1魚挨会==(3)大字と企貢の完同講究Jli巨三つとして､大

字の研究(2)六宇三盆の≡≡1LJ弓…弓として､大字のテ≡≡



覆水盆に返らず
一 ･4 - ---■ 帯 __二二 ~~一一･一_㌔

甘Hitandaway業者も参入しないと市場の活性化
はないのは事実だが､

●次世代医療情報基盤法ができたのなら､まずそ
れをしっかり遵守して2次利用してほしい

○信用を失うのは病院である

●改訂個人情報保護法では､匿名加工の挙証責任は

転売業者でなく病院にあり､それが不明瞭のまま､な

にかあれば責任は病院､として､まだ認定業者もな

いうちに､製薬業者にマーケテイングデータとして販
売しているケースがすでにある.
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Fina一Remarks

●地域連携の医療的､コスト的エビデンスが少し出ている

●市民(患者とは限らない)は､公益利用ならまだしも､営

利利用については根深い抵抗がある

●節度ある2次利用が重要､そのためには､､

●まず薬剤､検体検査のコードの標準化が最優先

●診療報酬インセンティブがもっとも有効

●ここまでの基盤でも､世界有数のDBになる(とくに即時性と実施
情報)

●次に教科書データ(-連携サマリ)としての各種文書(追

院時サマリ､検査報告書など)の標準化.
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JUSTSYSTEMS.

資料2-2

医療分野における

データ標準規格の拡充のご提案2018.1

2.20株式会社ジャストシステムソ

リューションストラテジー事業部 JUSTS

YSTEMS.本日のご提案骨子日本の医療



JUSTSYSTEMS.

医療データ統合は多大な労力とコスト

1医療データ統合は多大な労力とコスト JUSTSYSTEMS.

医療システムの進化と課題

電子カルテ
システム

計

ム

萱

ム

会

テ

検

テ
ー

事

ス

理

ス

F
医

シ
ー

病

シ

～

各部 門システムは

業



1医療データ統合は多大な労力とコスト JUSTSYSTEMS.

全国病院様におけるDWHについてヒアリング実施

>ヒアリングにより見えてきた課題

抽出したいデータが

どこにあるか分からない
(DB定義雷が非公開)

検索やデータ抽出に

時間がかかる

データ分析ツールは､
高度な知識が必要で

扱える人はほんの一部

新たな帳票作成には､
別途費用がかかる

医師の抽出依頼内容から

抽出条件の作成が難しい

DBの知識と医療の知識の両方
が備わった人しか扱えない

病院経営に直結したデータ分析

は､非常に難しい｡

複数の部門システムを横断して
の検索 ･抽出ができないC

1医療データ統合は多大な労力とコスト JUSTSYSTEMS.

全国病院様におけるDWHについてヒアリング実施

>ヒアリングにより見えてきた課題

抽出したいデータが
どこにあるか分からない
(DB定義首が非公開) 昏

医師の抽出依頼内容から

抽出条件の作成が難しい

/ ･､-1= - - ･- ･- ∫- m - こ-･- A--JTl両 方

ヰ オープン性

･◆ 使いやすいG川

中 2次利用を考慮したテーブル設計
が重要 !



1医療データ統合は多大な労力とコス ト JUSTSYSTEMS･

実際に､データ統合を行ってみて判ったこと (1)

>各社DBテーブル構造がばらばら

例 2次利用として ｢処方｣に関しては

｢個人ID他各種ID,施設コード,施設名,処方等発行日,持参薬,服薬開始日時.服薬終了日時,

薬剤数,薬剤コード.薬剤名,-般名.薬効コメント薬価コード他車種コード.一回塁 ,

一回里単位.-El塁,-日量単位,処方日数.用法コメント麻薬,毒薬,劇薬.ジェネリック等｣

のデータ項目が必要のはずであるが･-

E ::コ

A社 共通へツタ､共通グループ.処方へツタ,処方クループ､処方詳細､嘉剤マスタ､用法マスタ

B社 共通ヘッダ､処方へツタ､処方クループ､処方詳細､薬剤マスタ､用法マスタ

C社 文吉ヘッダ､オータ明き田､汎用マスク

それぞれ rマッピング作業jを行う必要あり｡

1医療データ統合は多大な労力とコス ト JUSTSYSTEMS.

実際に､データ統合を行ってみて判ったこと(2)

>貴社DBテーブル構造の中の情の持ち方がばらばら

※同じベンダー内でも不統一

･検体検査の判定がばらばら

例 .+､ (+)､ 異 常 ､上 ､ 陽性 ､陽 等

･単位の表記がばらばら

例 :体重58.7Kg､ 体重3,314g

例 :赤血球数4,700.000個/JJl､4.7x106個/af等



JUSTSYSTEMS.

医療データの2次利用のための標準規格策定

2医療データの2次利用のための標準規格策定 JUSTSYSTEMS.

医療情報の標準化が必要な理由 (1)

r過去

･各医療システムのデータ構造は､ブラックボックス

･医療行為が､単一医療機関で完結

>昨今から今後

･院内データは､病院様のものであり､患者様のもの

･地域包括ケア及び医療と医療に関わる

周辺分野 (健康､介護等)との連携が必要

･情報公開 ･共有すべき関係者が多岐にわたり､

医療情報の種類や量が多く､長期間の情報の利活用が要件に !
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2医療デ-夕の2次利用のための標準規格策革 JUSTSYSTEMS･

SS -MIx2標準化ストレージもあるが

ss-MJX普及推進コンソーシアム 大江先生_SS-MEX2JSOl36

06説明図勘 fより2医療データの2次利用のための標準規格策定 JUSTSYSTE

MS･2次利用に適した理想のデータ構造院内での医療データの2次

利用を意識したテーブル設計トランザクションデータではなく､フ

アクト(5WIHが取得可能)電



2医療データの2次利用のための標準規格策定 JUSTSYSTEMS.

医療データの2次利用 標準規格 が策定されると･･･

1医療機関

-情報抽出や後処理に関する労力削減

･情報の長期保存による移行コスト嗣減

･分析手法の共有によるワークロードの削減

･Ql(QuaEItylndicator)による貿改善

2間接ユーザー

･病院間のベンチマーキングが可能に

4Btメーカ一

･情報抽出や前処理に係る対応巧用と労力の嗣∋ま

･事例 (サンプル)作成コストの削減

･テンプレートの販売による差別化

5システムインテグレータ
･カスタマイズコスト削減

･ビックデータ分析が可能に .ユーザからのクレーム削減

･患者の診療情報を病院間で共有可能

3HISメーカー 6サービスプHJtイダー

IDWH要求仕様への対応が容易 ･ビジネスモデル作成の容易さ

･ユーザーの要求対応のワークロード削減 ･参入障壁の低減

Iデータ移行費用と期間の削減 ･その他

第36回医府情報学連合大会 岐阜大学大学医学部附属病院 医療情報部 紀ノ堤先生

JUSTSYSTEMS.

院内-グループ病院一地域連携-PHRへ



3院内-クループ病院一地域連携-PHRへ JUSTSYSTEMS.

rどこでもMY病院Jlr健康寿命延伸｣ ｢医療費削減J
~~ ■｢

㌔ PHR=~

:･･_:-亘 = _二 二

/

医療磯臥l _J

:: _L i ､: -

､亨 二 壷 ニ

J-r
･/

医療データの2次利用 は､

単一病院 - グループ病院 一 地域連携 (健診･介護･予防)- PHR17

JLJSTSYSTEMS.

◆



JUSTSYSTEMS.

参考)SDMとは

ベンダー依存性を無くすため.特定の前提製品を持たない

長期保存に耐えうるため､普遍的なスキーマとリレーションを持つ

非定型模索が高速に行える検索モデル

データの真正性が保たれる

個人情報保護が担保される

出力がそのまま利用できるように可視化されている

i ;_-j T ‡ 妻

JUSTSYSTEMS.

参考)SDMテーブル例
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JUSTSYSTEMS.

参考)SDM利用のメリット

i (ETtlー88ヽ■机上FMl付利 指標(108棚 方町)冒望昏換章.【~~▼一千一r-1蛋-■陸_I.
;i挺*

脅 重義ー主哲 SDM i鼠
アークウエアハウス鷲 ,. / IJrlLベ T諾 局 S

DMデー

タウエア 眉 衷

八ウス JUST



JUSTSYSTEMS.

>設立

1981年 6月2日
(創立 1979年7月7日)

>本社所在地

東京都新宿区西新宿6-8-

1 住友不動産新宿オークタワー>事業内容rことば｣



JUSTS＼/STEMS.

ジャストシステムがrDWHJを開発した理由 (2/2)

活用フ

ェーズ医療向けデータウェアハウス｣U

STDWH肇 竃 軽 か…冨｢検索｣
｢データ抽出｣｢データ分析｣すべてを兼ね備えたDWH荒石貢ウエア

JUSTSYSTEMS.j蒜 T-i9岩蒜
[あ院内に散らばる様々なデータを統合し､病院経営や業務改善に活用｡

ジャストシステムならではの技術を活かした3つ

のツールを搭載｡医事会計システム

手
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こんな医療用語も一度で検索

>訪問看護◆･.･･ー訪看>リューマチ̀ーリウマチ

>HbAIc･-ヘモグロビンAIc>認知症･.･.-痴呆症

>2型糖尿病･-Ⅲ 型糖尿病>血糖降下薬̀-血糖降下剤

>痩撃-一一一筋肉のふるえ
27

SQLやDBの知識が必要のないわかりやすいGUl

デー タがオープンのため､カスタマイズも自由に

行えるカナムItロ
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EHR/匿名加工二次利用における諸問題

京都大学 ･宮崎大学

吉原博幸

･千年カルテの概要

･第三者提供時の本人同意の在り方

･医療分野におけるデータ標準規格の拡充 .

･電子カルテからのデータ出力

･二次利用可能データの範囲

･千年カルテの概要

･第三者提供時の本人同意の在り方

･医療分野におけるデータ標準規格の拡充

･電子カルテからのデータ出力

･二次利用可能データの範囲

資料3



千年カルテプロジェクト

特定非営利活動法人
日本医療ネットワーク協会
(JMNA)

EHRに必要な技術要素

@
Assoclal事On
N耶 PnfはOtgaTllZBTLOn

3
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千年カルテプロジェクト

匿名加工認定事業者

実名臨床データ† 1 運営費

利用料

匡宣

匿名､統計データ千年カ
ルテプロジェクト_-■､■ー~■■事≡ヨ■■

★ 0次利用 :BCP(システム障害､災害

対策)★ 1次利用 :臨床 (連携医療､データ開示)

★ 1.5次利用 :臨床リスク早期発見､経営評価情報
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AccessContro一
JI野ー

EHRデータセンター

医療機関と千年カルテの接続-ヽ̀一･･■･.･･■･一･I Il-▲､【-

医療機関
ヽ



･千年カルテの概要

･第三者提供時の本人同意の在り方

･医療分野におけるデータ標準規格の拡充

･電子カルテからのデータ出力

･二次利用可能データの範囲

13

｢EHR｣と ｢匿名加工データ二次利用｣

における本人同意

･連携医療 (EHR)での医療情報の院外提供で､本人同意を取るべきか否か?

･既存の多くの地域医療ネットで､本人同意書を取得するケースが多く見られる｡

-運用上の大きな負荷

･次世代医療基盤法による医療データの二次利用､改正個人情報保護法のカバー範囲との混同

･EHR機能 (臨床利用 :外部バックアッス 連携医療､診療情報開示)と､

認定事業者としての二次利用機毒EHま全く別の制度で､法的な根拠も異なる

1)医療データ利用日的レベルの整理

改正個人情報保護法の適用

･院外バックアップ

･患者へのカルテ開示 (B2C二BusinesstoCEient)

･連携医療 (B2B:BusinesstoBusiness)

次世代医療基盤法の適用

･匿名加工二次利用 (82R:BusinesstoResearch)

14



｢EHR｣と ｢匿名加工データ二次利用｣

における本人同意 (続き1)

2)Ej的ごとの法的制約､本人同意の必要性の整理
｢改正個人情報保護法｣における院外バックアツス EHR機能と

｢次世代医療基盤法｣における認定機関としての機能は全く別

この点が混同して議論/誤解されていることが多いので注意

･院外Jでックアップ

これは一種の医療情報の委託

医療介護関係ガイダンスp.66別表2(医療 ･介護関係事業者の通常の業務で想定される利

用日的 )の ｢検体検査業務の委託その他の業務委託 ｣

に該当するものと整理

- 院内掲示等の対応で問題ない

･患者へのカルテ開示 (B2C)
患者の申し込みによって行われるサービス

→ Opt-】nと考えられるので､本人同意は不要

15

｢EHR｣と ｢匿名加工データ二次利用｣

における本人同意 (続き2)
連携医療 (B28)

医療介護関係ガイダンスp.31134に以下の記載 (抜粋､簡略化)

5個人デ-夕の第三者提供(法第23条)
(3)本人の同意が得られていると考えられる場合
･患者の傷病の回復等を含めた患者への医療の提供に必要 (治療目的)

･個人情報の利用目的として院内掲示等により明示されている

-原則として黙示による同意が得られているものと考えられる｡

院内掲示等により公表

患者から明示的に留保の意思表示がなければ､患者の黙示による同意があったものと考えられるO

(ア)患者への医療の提供のため､他の医療機関等との連携を観ること

(イ)患者への医療の提供のため､外部の医師等の意見 ･助言を求めること

(ウ)患者への医療の提供のため､他の医療携関等からの照会があった場合にこれに応じること

(工)患者への医療の提供に際して､豪族等への病状の説明を行うこと

等が利用目的として特定されている場合は､これらについても患者の同意があったものと考えられる｡

したがって､連携医療 (B2B)において上記を満たせば､

16



次世代医療基盤法 == コ
優先

改正個人情報保護法 (一般法)

条例 (2000個問題)

認 定 機 関 (実名-名寄せ→匿名)実名提供 † 整丞旦風量
(個別同意不要､倫理審査

不要)EHR (実名 二個人情報)バックアップ･EHR† 整丞旦匝童 (個別

同意不要､- 審査不要)医療機

関等医療情報の1次利用､2次利用.1こ てヽ ･l エ

'T･公的病院での ｢自己規制

｣が多い･条例 (個人情報保護)の制約

(次世代基盤法が上位の法

律であるのに)･積極的な運用への蹟

躍(現状維持なら問題

も生じない)J

･厚労省､個人情報保護委員会等に対して

国



･千年カルテの概要

･第三者提供時の本人同意の在り方

･医療分野におけるデータ標準規格の拡充

･電子カルテからのデータ出力

･二次利用可能データの範盛

AccessContro一

EHRデータセンター
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EHR運用を可能とする規格の必要性

SS-MIX(ファイルシステム定義+HL7)

-→アクセス権定義なし (元来はシステム内メッセージング)

-センターでのアクセス権設定必要

-運用負荷集中 (センター)

?厚労省標準なのになぜ有料?

MML(XMLによる医療文書規格)

-規格にアクセス権定義あり

-インスタンスにアクセス権自動設定可能 (病院ごと)

-運用負荷なし (自動)

21
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･千年カルテの概要

･第三者提供時の本人同意の在り方

･医療分野におけるデータ標準規格の拡充

･電子カルテからのデータ出力

そもそもデフォルトで装備していない

必ずしも構造化データ出力がない

･二次利用可能データの範囲



医療機関と千年カルテの接続

50-′300万円

≡ さ - 享
抽出アプリ開発イニシャルコスト:2000万円/ベンダー

J

標準装備とすべき (医事システムのように)

必ずしも構造化データが出てこない

ベンダ * 保険 モモ'. 生活 基診 JJLS, 三T= ユ;チ 要約 - .-≡ 'ift

■ー1■■ _i-きX × × × × × × ×

B ◎◎㊨× ◎◎◎◎× ◎×
× ◎ ◎◎㊨C ◎◎㊨× × × ◎◎◎◎◎◎◎ × ㊨㊨

D ◎◎◎◎◎× ◎◎× ◎◎
× ◎◎◎◎∈ ◎◎◎◎◎◎◎× ㊨◎× ◎◎◎◎◎

F ◎◎◎ X × × × × X ◎×
× × × ◎◎G ㊨㊨◎X × ◎◎◎◎◎◎× ◎◎◎㊨

H ◎㊨㊨◎◎X ◎× ◎㊨
X ㊨× ◎◎◎I ◎㊨◎◎◎× ◎× ㊨㊨× ㊨× ◎◎◎

｣ ◎㊨ ◎◎◎× ×




